
施設基準が定める掲示事項等

コンタクトレンズ検査料の
届出に関する事項

※当院で過去にコンタクトレンズ検査料が算定され
ている場合には、外来診療料を算定します。

コンタクトレンズの診療を担当する医師及び眼科診
療経験年数は、以下の通りです。

 外間 梨沙 （眼科診療経験年数 16年）
 四倉 絵里沙（眼科診療経験年数 13年）
 小川 護 （眼科診療経験年数 12年）
 森 紀和子 （眼科診療経験年数 21年）
 鳥居 秀成 （眼科診療経験年数 19年）

以上の項目について、患者さんからの求めがあった
場合には、ご説明いたします。

初診料 291点

外来診療料 76点

当院で算定する
コンタクトレンズ検査料の区分

区分１
200点
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